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 地域包括支援センターの運営について                                                                

                                                   

                                  

                         

(1) 地域包括支援センター及び各サブセンター圏域の状況 (H30.4.1現在)     （単位 人・世帯・％） 

                                     

センター名 

担当地区名 

人口 

（前年度比較） 

世帯数 

（前年度比較） 

高齢者人口 

高齢化率 

（前年度比較） 

介護保険認定者数 

認定率 

（前年度比較） 

地域包括支援センター 
日新・二番丁・四番丁 

新塩屋町・築地・花園 

松島・栗林・亀阜・女木・男木 

75,027 

  （▲201） 

39,237 

（185） 

21,770 
（155） 

29.0 
    （0.4） 

5,220 
（87） 
24.0 

（0.28） 

サ
ブ
セ
ン
タ
ー 

一宮 
鶴尾・太田・太田南 

一宮・川岡・円座 

檀紙 

86,115 

  (▲203) 

39,406 

（196） 

21,852 
（213） 

25.4 
（1.2） 

4,691 
（171） 

21.5 
（0.57） 

古高松 
木太・古高松・屋島 

前田・川添・林 

101,824 

 （177） 

46,144 

（490） 

25,198 
（498） 

24.7 
（▲0.6） 

4,889 
（145） 

19.4 
（0.2） 

山田 
三谷・仏生山・多肥 

川島・十河・西植田 

東植田 

49,631 

   （430） 

20,989 

（356） 

12,630 
（221） 

25.4 
（0.1） 

2,698 
（138） 

21.4 
（0.76） 

勝賀 
香西・弦打・鬼無 

下笠居 

32,533 

  （▲226） 

14,853 

（39） 

9,541 
（163） 

29.3 
（0.7） 

1,869 
（51） 
19.6 

（0.19） 

香川 
香川・香南・塩江 

33,628 

  （▲329） 

14,374 

（84） 

11,127 
（153） 

33.1 
（0.8） 

2,292 
（27） 
20.6 
（0.0） 

牟礼 
牟礼・庵治 

22,660 

  （▲204） 

9,750 

（44） 

7,414 
（96） 
32.7 

（0.6） 

1,482 
（28） 
20.0 

    （▲0.01） 

国分寺 
国分寺 

25,007 

 （▲78） 

10,269 

（85） 

6,477 
（127） 

25.9 
（0.6） 

1,125 
（15） 
17.4 

（▲0.13） 

高 松 市 全 体 
426,465 

  （▲634） 

195,022 

  （1,479） 

116,009 
（1,598） 

27.2 
   （0.4） 

24,266 
（662） 

20.9 
（0.32） 

（ ）内は、前年度との比較、▲は、減少 

※介護保険認定者数は、1号被保険者要支援１～要介護５までの認定者数(介護保険課H30.4.4作成データによる) 

※認定率は、1号被保険者の介護保険認定者／６５歳以上人口 
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(2) 地域包括支援センターの認知度向上にむけた取組             （単位 回・人・部） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

市政出前ふれあいトーク 
回数 170 133 133 

人数 5,707 4,864 4,579 

地域包括支援センターリーフレットの配布 7,000 14,000 14,000 

あんしんガイドブックの配布※長寿福祉部三課分 35,000 35,000 35,000 

  

(3) 総合相談支援業務 

 総合相談件数                                     （単位 件） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

介護保険 11,533 （3,277） 10,766 (3,571) 12,236 (4,099) 

介護保険以外のサービス 2,607 （1,572） 2,444 (1,486) 2,563 (1,190) 

介護予防 557 （310） 1,664 (257) 721 (137) 

健 康 1,366  （142） 1,558 (62) 2,240 (49) 

医 療 976 （52） 887 (52) 1,196 (80) 

認知症 1,690  （73） 1,730 (73) 3,790 (92) 

その他 1,043 （116） 919 (301) 1,185 (292) 

合 計 19,775  （5,542） 19,968 (5,802) 23,931 (5,939) 

                         （ ）内は、老人介護支援センター対応分を再掲 

※平成２１年度から老人介護支援センターを地域包括支援センターのブランチに位置付けている。 

  

(4) 権利擁護業務 

ア 権利擁護に関する相談                               （単位 件・人） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

高齢者虐待 
件 数 925 1,098 504 

実人数  71 96 58 

成年後見制度 
件 数 968 676 1,019 

実人数 306 235 302 

日常生活自立支援事業 
件 数 119 68 182 

実人数 35 13 46 

 

イ 成年後見制度申立て件数                                  （単位 件） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

市長申立て 14 10 12 

その他の申立て 87 85 99 

合    計 101 95 111 

※市長申立ての案件については、判定会を実施している。 
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(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員からの相談                                  （単位 件・人） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

介護支援専門員からの相談 
件 数 876 655 909 

実人数 500 430 575 

 

 

イ 関係機関との連携等                                                             （単位 回・人） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

地
域 

地区民生委員児童委員との連絡会 

回数 68 68 49 

人数 926 987 677 

民連理事会・民連ブロック別研修会 回数 12 12 12 

介
護
保
険
関
係 

地域密着型運営推進会議 回数 348 331 283 

老人介護支援センターの連絡会 

回数 2 2 2 

人数 119 123 117 

介護支援専門員との情報交換会 

回数 4 4 - 

人数 302 364 - 

居宅介護支援事業者等との合同会議 回数 18 13 13 

居宅介護支援事業者連絡協議会研修会 

回数 10 10 10 

人数 1,502 1,388 1,217 

通所介護事業所との合同会議 回数 11 11 14 

通所介護事業所連絡協議会研修会 

回数       4 5 6 

人数 317 264 251 

多
職
種
連
携 

地域ケア会議 回数 2 2 2 

地域ケア小会議（地域課題） 回数 15 139 301 

地域ケア小会議(個別課題） 回数 56 39 32 
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(6) 介護予防ケアマネジメント業務 

ア 要支援認定者・事業対象者数とケアマネジメント利用者数（各年度末現在）       （単位 人・％） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

要支援認定者数 6,130 6,175 6,619 

事業対象者数  -  ※ 670 388 

利用者数 

（利用率） 

4,031 

（65.8) 

4,451 

(65.0) 

4,861 

(69.4) 

（ ）内は、要支援認定を受けた人の内、サービス利用している人の割合 ※H28.10月～H29.3月分 

 

イ 介護予防ケアマネジメントの直営・委託割合（各年度末現在）             （単位 ％） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

直 営（地域包括支援センター） 44.6 42.4 41.2 

委 託（居宅介護支援事業所） 55.4 57.6 58.8 

 

ウ 要支援認定者の維持改善率（各年度末現在）                     （単位 ％） 

年 度 

内 容 
27 28 29 

維持改善率（サービス利用あり） 85.0 85.3 83.9 

 
(7) 認知症対策 
 
ア もの忘れ・認知症相談                            （単位 回・人） 

年 度 
内 容 

27 28 29 

回  数 24 24 24 

実人数 69 85 73 

内 訳 

終 結 19 37 21 

助言指導・経過観察 25 14 12 

医療機関紹介 25 34 40 

  ※平成 21 年 11月から開始 
 

イ 認知症の人を支える家族のつどい「ひだまり」                 （単位 回・人） 

年 度 
内 容 

27 28 29 

回 数 12 13 13 

人 数 149 169 124 

  ※平成 22 年 11月から事業開始   ※平成 27年度から日曜開催を実施 
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ウ 認知症サポーター養成講座                           （単位 回・人） 

年 度 
内 容 

27 28 29 

回 数 173（12） 128（13）  126（6） 

人 数 6,476（910） 4,831（683） 4,572（525） 

※( )内は県実施のうち、高松市分の再掲 

 

 

エ 認知症サポーターフォローアップ講座                      （単位 回・人） 

年 度 
内 容 

27 28 29 

認知症サポーター 
フォローアップ講座 

回数 1   2 2 

人数 91   46 46 

キャラバンメイト 
フォローアップ講座 

回数 1   1 1 

人数 35  42 53 

※平成 23年度から実施 

 

オ 認知症地域支援推進員の活動 

    認知症高齢者及び若年性認知症の人やその家族への効果的な支援ができるよう、認知症地域支援推

進員を地域包括支援センター・サブセンターに配置している。             （単位 人） 

年 度 
内 容 

27 28 29 

認知症地域支援推進員研修受講者 人数 2 3 5 

認知症地域支援推進員の配置数 人数 4 7 9 

   

≪主な活動内容≫ 

・認知症初期集中支援チームとの連携（チームとの同行訪問、チーム員会議への出席） 

    ・認知症高齢者等とその家族への相談支援体制の充実及び地域の実情に合った支援 

   

カ 認知症初期集中支援チーム（平成 28年 10月より開始） 

   認知症又はその疑いがある人やその家族の家庭を認知症の知識を持つ専門職（認知症サポート医である専門

医・看護師・介護福祉士等）が訪問して、必要に応じたサポートを行い、認知症に関する情報提供や医療機関

への受診、介護保険サービスなどの利用につなげる支援を行う。 

年度 28※ 29 

設置チーム数 3チーム 5チーム 

チーム対応件数 6 13 

チーム訪問延件数 23 65 

  ※平成 28年 10月から平成 29年 3月分 

認知症サポーター数（Ｈ21～Ｈ29累計） 

  合計 41,421人 （高松市人口 10人に 1人) 
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（８）一般介護予防事業（平成 28年 4月の介護保険制度改正に伴い、保健センターより移管） 

ア 元気いきいき教室 

  65 歳以上を対象とした体操やミニ講座（運動・栄養・お口の健康・認知症予防な）などを取り入れた教室                                     

（ 単位 回・人） 

     年 度 

内 容 27 28 29 

回 数 87 300 420 

人 数 1,805 7,414 8,828 

 

 

イ のびのび元気体操講習会                            （ 単位 回・人） 

    年 度 

内 容 
27 28 29 

回 数 1,251 1,149 1,390 

人 数 27,178 22,514 26,913 

 

 

ウ 各種介護予防教室 

ロコモティブシンドロームの予防、お口の健康、認知機能の低下予防、スロージョギング等の教室や講座 

（ 単位 回・人） 

    年 度 

内 容 
27 28 29 

回 数 73 92 112 

人 数 1,816 2,637 2,787 

 

 

エ 介護予防ボランティア「元気を広げる人」の養成                 （ 単位 回・人） 

       年 度 

内 容 
27 28 29 

元気を広げる人 

養成講座 

回 数 5 5 5 

人 数 224 168 133 

元気を広げる人 

フォローアップ事業 

回 数 30 31 22 

人 数 576 600 295 
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 (9) 平成２９年度の重点取組の結果 

  地域包括ケアの実現を目指して、地域包括ケアシステムの構築に取り組んだ。 

 

  事 業   目 的   目 標   結 果 

１  

介護予防・日常生活

支援総合事業(新し

い総合事業)と介護

予防ケアマネジメ

ント 

 

介護予防・日常生活支援

総合事業へのスムーズな移

行のため、予防給付から移

行する訪問介護・通所サー

ビスを始めとした生活支

援・介護サービスを、要支

援者等の多様な生活支援の

ニーズに地域全体で応えて

いくための体制を構築する 

 

① 新任ケアマネジャー等が介

護予防ケアマネジメントに

ついて理解し運用ができる 

② ケアマネジャーが市民に介

護予防・日常生活支援総合

事業を適切に説明できる 

③ ケアマネジャーが介護予

防・自立支援型の介護予防

ケアマネジメントを実践で

きる 

④ ケアマネジメントにおいて

「訪問型サービスＣ（Ⅰ）・

（Ⅱ）」を効果的に活用でき

る 

⑤ 地域での「訪問型・通所型

サービスＢ」の整備に向け

た支援ができる 

 

 

① 新任職員研修会：延べ4日開

催 

② 介護予防支援及び介護予防ケ

アマネジメント研修会（ファ

ーストレベル）:1回開催28

人 

③ 介護予防支援及び介護予防ケ

アマネジメント研修会（セカ

ンドレベル）:延べ 4 回開催

175人 

④ 訪問型サービスＣ（Ⅰ）1件 

訪問型サービスＣ（Ⅱ）5件   

⑤ 地域福祉ネットワーク会議開

催地区 37地区/44地区 

訪問型サービスＢ実施9地区 

通所型サービスＢ実施2地区 

２ 

地域ケア会議の推進 

 

 

 

 

地域の支援者や行政職員

等が日常生活の様々な問題

を抱える高齢者の具体的な

支援内容や地域での課題を

検討し、その課題解決を支

援するとともに、その積み

重ねを通し、多職種協働に

よる地域包括支援ネットワ

ークの構築を図る 

① 地域課題を把握し、地域課

題の解決に向けた地域福祉

ネットワーク会議に参画す

ることができる 

② 地域ケア小会議（個別課題）

を、定期24回/年、随時20

回/年開催できる 

定期的に自立支援を目的と

したケアプラン立案に向け

た多職種参加型会議が開催

できる 

③ 医療と介護の連携が必要な

個別事例の地域ケア小会議

（退院時カンファレンス等

を含む）を各サブセンター1

回以上開催できる 

 

 

① 地域ケア会議：2回開催 

② 地域ケア小会議開催 

・個別課題(32回/年) 

  ケース検討：19回 

  プラン検討：13回 

・地域課題(37地区 301回/年) 

  合計 333回/年 
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 事 業   目 的   目 標   結 果 

３ 

介護予防事業の推進 

高齢者が、介護予防につい

て理解し自主的に取り組む

ことで、要介護状態になら

ないようにする 

 

① 一般介護予防事業（元気い

きいき教室）を拡充し、介

護予防に取り組む高齢者を

増やすことができる 

② 市民に介護予防を普及啓発

する介護予防ボランティア

の支援が継続できる 元気

を広げる人の養成講座の継

続 

③ 高齢者に介護予防のための

口腔ケアの取組が広がる 

④ のびのび元気体操を行う市

民が増える 

① 「元気いきいき教室」の増加

( ＋34教室 ) 

② 「元気いきいき教室」参加者

を対象にボランティア講習会

を実施。元気を広げる人講演

会の実施 

③ 介護予防口腔プログラムを

「元気いきいき教室」や「認

知症予防講座」「簡単介護予防

講座」などで啓発 

(延191回、4,386人) 

④ のびのび元気体操のＤＶＤを

リニューアル、高齢者居場所

やふれあい・いきいきサロン

へ配布(1,000部作成) 

 

 

４ 

 認知症施策の推進 

１ 認知症初期集中支援チ

ーム運用 

認知症が疑われる人及び家

族の人が、早期に医療や介

護の専門職に相談でき、包

括的・集中的に初期支援を

受けることにより、生活機

能の維持に努める 

 

 

 

 

２ 認知症カフェの設置 

認知症の人と家族が、地域

住民、専門職等を交えて、

相互の情報を共有したり、

理解し合う場に参加し楽し

むことができ、家族の介護

負担感を軽減する 

 

① 認知症初期集中支援チーム

を増設し、活動体制を拡充

できる 

② 市民が認知症初期集中支 

援チームの活動内容を知

り、利用できる 

③ 認知症初期集中支援チーム

と地域包括支援センターが

連携を深められる 

 

 

 

① 認知症の人や家族が、気軽  

に安心して立ち寄れる認

知症カフェが開催できる 

② 認知症地域支援推進員や  

認知症サポーターが認知 

症カフェに参加できる 

③ 市民が認知症カフェの目 

的を理解し参加しようと 

思える周知啓発ができる 

 

① 平成２９年１０月から、 

2チーム増設 

②   （計 5チーム） 

② PRチラシ改訂版を作成、市民  

や関係機関に改訂版を再度

配布、広報やホームページ等

での周知啓発、民生委員や関

係機関への情報提供 

③ 各チーム員会議への出席、合  

④   同チーム員会議の継続開催 

 

 

① 平成２９年１０月から、モデ

ル事業で高松市社会福祉協議

会が認知症カフェを開催 

②   (6回、 延べ197人参加) 

② 認知症地域支援推進員等が対

象者に認知症カフェを紹介 

参加 

認知症サポーター養成講座等 

で認知症カフェを紹介 

③ 広報やホームページ等に認知 

症カフェについて掲載 

広報等を見て問い合わせがあ

り、参加に繋がった 
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(10) 平成３０年度重点取組 

  引き続き地域包括ケアの実現を目指して、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいく。 
 

  事 業   目 的   目 標 

１  

介護予防・日常生活 

支援総合事業(新し

い総合事業)と介護

予防ケアマネジメ

ント 

総合事業の多様なサービス等を利用

し、高齢者の主体的な自立を引き出す

介護予防ケアマネジメントができる人

材を育成する 

① 新任ケアマネジャー等が介護予防ケアマネジメ

ントについて理解し運用ができる                   

② 市民に介護予防・日常生活支援総合事業を適 

切に説明できる 

③ ケアマネジャーが介護予防・自立支援型の介護

予防ケアマネジメントを実践できる 

④ 介護予防ケアマネジメントにおいて「訪問型サ

ービスＣ（Ⅰ）・（Ⅱ）」を効果的に活用できる                                                                           

⑤ 「訪問型・通所型サービスＢ」の利用に向け

た支援ができる 

２  

地域ケア会議の推進 

地域の支援者や行政職員等が日常生

活の様々な問題を抱える高齢者の具体

的な支援内容や地域での課題を検討し、

その課題解決を支援するとともに、その

積み重ねを通し、多職種協働による地域

包括支援ネットワークの構築を図る 

① 地域課題を把握し、地域課題の解決に向けた地

域福祉ネットワーク会議に参画することができ

る （目標：44地区すべて開催できる） 

② 地域ケア小会議（個別課題）を定例32回／年、

随時20回／年開催できる 

  定例は自立支援を目的としたケアプラン立案に

向けた多職種参加型で開催できる 

③ 医療と介護の連携が必要な個別事例の地域ケア

小会議（退院時カンファレンス等を含む）を各

サブセンター1回以上開催できる 

３  

一般介護予防事業の 

推進 

 高齢者が介護予防について理解し、

自主的に取り組むことで、要介護状態と

なることを予防する 

① 一般介護予防事業を広く周知し、参加者を増 

やすことができる（目標：延べ33,500人） 

② 介護予防ボランティアの養成と活動支援ができ

る（目標：元気を広げる人延べ801人） 

③ のびのび元気体操の普及と定着ができる 

（目標：居場所等での普及率75％） 

４ 

 認知症施策の推進 

１ 認知症初期集中支援チームの運用 

認知症が疑われる人や認知症の人及び

家族の人が、早期に医療や介護の専門職

に相談でき、包括的・集中的に支援を受

けることにより、生活機能の維持に努め

ることができる 

 

２ 認知症カフェの設置 

認知症の人と家族が、地域住民、専門職

等を交えて、相互の情報を共有したり、

理解し合う場に参加し楽しむことがで

き、家族の介護負担感が軽減できる 

 

① 認知症初期集中支援チーム活動の質の向上が 

図れる 

② 市民が認知症初期集中支援チームの活動内容 

を知り、利用できる 

③ 認知症初期集中支援チームと地域包括支援セ 

ンターが連携を深められる 

 

① 認知症の人や家族が、気軽に安心して立ち寄

れる認知症カフェが開催できる（目標：３０

年度、新たに 6か所設置できる） 

② 認知症地域支援推進員や認知症サポーターが

認知症カフェに参加できる 

③ 市民が認知症カフェの目的を理解し参加しよ

うと思える周知啓発ができる 

 


